
別記様式（第４条関係）

随意契約結果一覧
課

件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有

無
備考

令和4年度電気保安業務委託 令和4年4月1日
一般財団法人　中部電
気保安協会　松阪営業
所

830,280円 830,280円

地方自治法施行令第167条の
2第1項第2号による
一般財団法人中部電気保安
協会は、市内に営業所を置
き、年間を通じて昼夜を問わ
ずに訪問できる管理体制を整
え、緊急事態には迅速かつ的
確な対応ができることとなって
おり、豊富な知識とスタッフを
有していることから、一者随意
契約を行うことといたしたい。

無

令和4年度松阪市中川幼稚
園・三雲北幼児園・三雲南幼
児園電気保安業務委託

令和4年4月1日
一般財団法人　中部電
気保安協会　松阪営業
所

1,099,560円 1,099,560円

地方自治法施行令第167条の
2第1項第2号による
一般財団法人中部電気保安
協会は、市内に営業所を置
き、年間を通じて昼夜を問わ
ずに訪問できる管理体制を整
え、緊急事態には迅速かつ的
確な対応ができることとなって
おり、豊富な知識とスタッフを
有していることから、一者随意
契約を行うことといたしたい。

無

所属（課名）　　　こども未来



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有

無
備考

松阪市保育士修学資金貸付
事業委託

令和4年4月1日
社会福祉法人　松阪市
社会福祉協議会
会長　中森　弘幸

15,477,000円 15,477,000円

地方自治法施行令第167条の
２第1項第2号による
保育士修学資金貸付等制度
は、国の行う事業で制度化さ
れており、貸付事業の実施主
体を都道府県または市町村社
会福祉協議会に委託して行う
想定がされている。この案件
についても、松阪市の単独事
業であるものの同様の貸付事
業制度であり、松阪市内にお
いて、公的な貸付事業の実績
をもつため。

有

松阪市病児及び病後児保育
委託

令和4年4月1日
医療法人　おおはし小
児科
理事長　大橋信

12,051,000円 8,041,000円

地方自治法施行令第167条の
２第1項第2号による
病気の回復期に至らない場合
又は病気の回復期にあって集
団保育を受けることが困難な
児童が、保護者の仕事・病気・
出産・冠婚葬祭等社会的にや
む得ない理由により家庭にお
いて保育を行うことが困難であ
る場合に、医療機関に付設す
る専用スペースで一時的に預
かる事業のため、市内におい
て専用スペースを備え病児及
び病後児保育を実施できる当
受託者と契約をする。

有



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有

無
備考

松阪市病児及び病後児保育
委託

令和4年4月1日
医療法人　妙光会
理事長　安田　尚樹

17,051,000円 8,041,000円

地方自治法施行令第167条の
２第1項第2号による
病気の回復期に至らない場合
又は病気の回復期にあって集
団保育を受けることが困難な
児童が、保護者の仕事・病気・
出産・冠婚葬祭等社会的にや
む得ない理由により家庭にお
いて保育を行うことが困難であ
る場合に、医療機関に付設す
る専用スペースで一時的に預
かる事業のため、市内におい
て専用スペースを備え病児及
び病後児保育を実施できる当
受託者と契約をする。

有

松阪市一時預かり事業業務
委託

令和4年4月1日
医療法人　おおはし小
児科
理事長　大橋信

2,676,000円 2,676,000円

地方自治法施行令第167条の
２第1項第2号による
医療機関に付設する病児・病
後児保育事業を実施している
専用施設で一時預かり事業を
実施するため。

無

松阪市一時預かり事業業務
委託

令和4年4月1日
医療法人　妙光会
理事長　安田　尚樹

2,676,000円 2,676,000円

地方自治法施行令第167条の
２第1項第2号による
医療機関に付設する病児・病
後児保育事業を実施している
専用施設で一時預かり事業を
実施するため。

無



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有

無
備考

地域子育て支援拠点施設運
営事業委託（みどり保育園）

令和4年4月1日
社会福祉法人 みどり
福祉会
理事長　野中亘

2,400,000円 2,400,000円

地方自治法施行令　第１６７条
の２第１項第６号による
国及び三重県が定める「子ど
も・子育て支援交付金(地域子
育て支援拠点事業)」の実施要
綱に該当する子育て支援拠点
施設を運営する社会福祉法人
と委託契約を締結するもので
あり、社会福祉法人に委託す
ることが望ましいと考えられる
ため。

無

地域子育て支援拠点施設運
営事業委託（山室山保育園）

令和4年4月1日
社会福祉法人 山室山
福祉会
理事長　宮本隆弘

2,400,000円 2,400,000円

地方自治法施行令　第１６７条
の２第１項第６号による
国及び三重県が定める「子ど
も・子育て支援交付金(地域子
育て支援拠点事業)」の実施要
綱に該当する子育て支援拠点
施設を運営する社会福祉法人
と委託契約を締結するもので
あり、社会福祉法人に委託す
ることが望ましいと考えられる
ため。

無

地域子育て支援拠点施設運
営事業委託（わかすぎ保育
園）

令和4年4月1日
社会福祉法人 清翠会
理事長　辻利文

2,400,000円 2,400,000円

地方自治法施行令　第１６７条
の２第１項第６号による
国及び三重県が定める「子ど
も・子育て支援交付金(地域子
育て支援拠点事業)」の実施要
綱に該当する子育て支援拠点
施設を運営する社会福祉法人
と委託契約を締結するもので
あり、社会福祉法人に委託す
ることが望ましいと考えられる
ため。

無



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有

無
備考

地域子育て支援拠点施設運
営事業委託（嬉野保育園）

令和4年4月1日
社会福祉法人 洗心福
祉会
理事長　山田純大

2,400,000円 2,400,000円

地方自治法施行令　第１６７条
の２第１項第６号による
国及び三重県が定める「子ど
も・子育て支援交付金(地域子
育て支援拠点事業)」の実施要
綱に該当する子育て支援拠点
施設を運営する社会福祉法人
と委託契約を締結するもので
あり、社会福祉法人に委託す
ることが望ましいと考えられる
ため。

無

地域子育て支援拠点施設運
営事業委託（さくら保育園）

令和4年4月1日
社会福祉法人 慈徳会
理事長　小倉博之

2,400,000円 2,400,000円

地方自治法施行令　第１６７条
の２第１項第６号による
国及び三重県が定める「子ど
も・子育て支援交付金(地域子
育て支援拠点事業)」の実施要
綱に該当する子育て支援拠点
施設を運営する社会福祉法人
と委託契約を締結するもので
あり、社会福祉法人に委託す
ることが望ましいと考えられる
ため。

無

地域子育て支援拠点施設運
営事業委託（久保保育園）

令和4年4月1日

社会福祉法人 久保福
祉会
久保保育園理事長　大
西進

2,400,000円 2,400,000円

地方自治法施行令　第１６７条
の２第１項第６号による
国及び三重県が定める「子ど
も・子育て支援交付金(地域子
育て支援拠点事業)」の実施要
綱に該当する子育て支援拠点
施設を運営する社会福祉法人
と委託契約を締結するもので
あり、社会福祉法人に委託す
ることが望ましいと考えられる
ため。

無



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有

無
備考

地域子育て支援拠点施設運
営事業委託（わかすぎ第二保
育園）

令和4年4月1日
社会福祉法人 清翠会
理事長　辻利文

2,400,000円 2,400,000円

地方自治法施行令　第１６７条
の２第１項第６号による
国及び三重県が定める「子ど
も・子育て支援交付金(地域子
育て支援拠点事業)」の実施要
綱に該当する子育て支援拠点
施設を運営する社会福祉法人
と委託契約を締結するもので
あり、社会福祉法人に委託す
ることが望ましいと考えられる
ため。

無

地域子育て支援拠点施設運
営事業委託（わかすぎ第三保
育園）

令和4年4月1日
社会福祉法人 清翠会
理事長　辻利文

2,400,000円 2,400,000円

地方自治法施行令　第１６７条
の２第１項第６号による
国及び三重県が定める「子ど
も・子育て支援交付金(地域子
育て支援拠点事業)」の実施要
綱に該当する子育て支援拠点
施設を運営する社会福祉法人
と委託契約を締結するもので
あり、社会福祉法人に委託す
ることが望ましいと考えられる
ため。

無

松阪市一時預かり事業（幼稚
園型）業務委託

令和4年4月1日
学校法人　めぐみ学園
理事長　高橋　恵司

1,920,000円 1,920,000円

地方自治法施行令第167条の
2第1項第2号による
家庭において保育を受けるこ
とが一時的に困難となった在
園児
を預かる事業であるため、職
員配置や保育室等の設備の
基準を満たし、当該幼稚園を
運営している契約者と随意契
約を結びたい。

有



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有

無
備考

空調機取替修繕(緊急)(三雲
北幼稚園_職員室・ぱんだ・保
健室)

令和4年7月14日 （有）三重電機商会 3,782,900円 3,704,866円

地方自治法施行令第167条の
２第1項の第５号による
職員室・保育室・保健室の3部
屋で使用している空調設備が
故障した。時期的に園児及び
職員に負担をかけている状態
であることや、空調設備が製
造から約18年経過していて部
品の在庫がないことなどから、
緊急の取替修繕対応としまし
た。

無

遊戯室空調機器取替修繕（飯
南ひまわりこども園）

令和5年2月3日
株式会社　日乃出エヤ
コン

996,600円 880,000円

地方自治法施行令第167条の
２第1項の第５号による
遊戯室のエアコンが故障し、
修繕を試みましたが部品の入
手ができないため修理が不可
能であり、暖房が使えない状
態です。園児が安全で快適な
保育業務の継続を行うために
緊急にて取替を行いました。

無


